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（
３
面
か
ら
）
の
医
療
情
報
等
に

基
づ
き
患
者
か
ら
の
健
康
管
理

に
係
る
相
談
に
応
じ
る
体
制
を

有
し
て
い
る
、
⑥
医
療
Ｄ
Ｘ
加

算
を
通
じ
て
質
の
高
い
医
療
を

提
供
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
る
旨
等
を
院
内
掲
示
・
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
る
こ

と
―
と
な
る
。
ま
た
同
加
算
１

の
施
設
基
準
は
①
～
⑥
に
加
え

て
、
⑦
電
子
処
方
箋
を
発
行
ま

た
は
調
剤
情
報
を
電
子
処
方
箋

管
理
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
す
る
体

制
を
有
し
て
い
る
、
⑧
電
子
カ

ル
テ
を
有
し
て
い
る
、
⑨
電
子

カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
取
得
さ
れ
る
診
療
情
報
等

を
活
用
す
る
体
制
を
有
し
て
い

る
等
―
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
医
Ｄ
Ｘ
加
算
の
既
届

出
医
療
機
関
で
あ
っ
て
も
６
月

以
降
に
電
子
的
歯
科
診
療
情
報

連
携
体
制
整
備
加
算
を
算
定
す

る
に
は
、
改
め
て
の
届
出
が
必

要
と
な
る
の
で
ご
留
意
い
た
だ

き
た
い
。
ま
た
、
当
該
点
数
の
届

出
を
行
っ
た
医
療
機
関
で
は
、

再
診
料
へ
の
加
算
点
数
で
あ
る

明
細
書
発
行
体
制
等
加
算
を
算

定
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。

こ
と
、
④
当
該
指
導
を
行
う
歯

科
衛
生
士
の
処
遇
の
改
善
に
係

る
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と

―
を
全
て
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
な
お
、
①
に
つ
い
て
は
２

０
２
７
年
５
月
３１
日
ま
で
は
経

過
措
置
期
間
と
さ
れ
、
こ
の
期

間
内
に
当
該
研
修
の
受
講
が
必

要
と
な
る
。
当
研
修
に
つ
い
て

は
後
日
、
協
会
で
実
施
予
定
。

義
管
と
歯
リ
ハ
１
の

併
算
定
可

　

新
製
有
床
義
歯
管
理
料
（
義

管
）
の
算
定
単
位
が
今
次
改
定

で
１
口
腔
単
位
か
ら
１
装
置
単

位
に
変
更
さ
れ
、
局
部
義
歯
・

総
義
歯
い
ず
れ
の
場
合
も
１
４

０
点
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
現
在
は
義
管
を
算
定
し

た
月
に
、
当
該
義
歯
の
調
整
ま

た
は
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
は

歯
科
口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
１
（
歯
リ
ハ
１
）
の
算
定

は
不
可
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い

る
が
、
今
次
改
定
で
義
管
と
歯

リ
ハ
１
が
同
日
で
あ
っ
て
も
そ

れ
ぞ
れ
算
定
可
能
と
な
る
。

保
団
連
・
協
会
要
望

が
実
っ
た
項
目
も

　

麻
酔
薬
材
料
の
算
定
対
象
が

拡
大
さ
れ
、
歯
髄
温
存
療
法
（
Ａ

Ｉ
Ｐ
Ｃ
）
・
直
接
歯
髄
保
護
処

置
（
直
Ｐ
Ｃ
ａ
ｐ
）・
生
活
歯
歯

冠
形
成
（
生
Ｐ
Ｚ
）
に
対
し
て

も
麻
酔
薬
材
料
が
算
定
で
き
る

扱
い
と
な
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ａ
Ｄ

／
Ｃ
Ａ
Ｍ
冠
の「
咬
合
支
持
要

件
」
の
撤
廃
、
歯
周
病
安
定
期

治
療
（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
）
と
歯
周
病
重
症

化
予
防
治
療
（
Ｐ
重
防
）
の
統

一
な
ど
は
い
ず
れ
も
保
団
連
・

協
会
が
厚
労
省
に
是
正
要
求
し

て
い
た
内
容
で
あ
り
、
要
求
が

一
定
実
っ
た
格
好
と
な
っ
た
。

６
月
１
日
算
定
の
場

合
、
届
出
期
間
は
５

月
７
日
～
６
月
１
日

（
必
着
）

　

既
報
の
通
り
、
今
次
改
定
は

６
月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
。
こ

れ
に
伴
い
、
今
年
６
月
１
日
か

ら
施
設
基
準
の
あ
る
点
数
算
定

を
行
う
場
合
に
は
、
５
月
７
日

か
ら
６
月
１
日
（
必
着
）
ま
で

に
、
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地

の
地
方
厚
生
局
長
（
関
東
信
越

厚
生
局
神
奈
川
事
務
所
）
へ
届

け
出
が
必
要
な
の
で
ご
留
意
い

た
だ
き
た
い（
表
４
・
５
・
６
）
。

施
設
療
養
患
者
へ
の
対
応
を
含

む
も
の
で
あ
る
こ
と
）
に
係
る

研
修
を
受
講
し
た
歯
科
衛
生
士

が
１
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
②
口
腔
機
能
実
地
指
導

を
実
施
す
る
時
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
③
②
の
時
間
に

お
い
て
は
、
口
腔
機
能
実
地
指

導
を
実
施
す
る
た
め
の
歯
科
用

ユ
ニ
ッ
ト
が
確
保
さ
れ
て
い
る

属
接
着
性
プ
ラ
イ
マ
ー
処
理
等

を
行
っ
た
幅
２
・
０
㎜
以
上
、

厚
さ
１
・
０
㎜
以
上
の
歯
科
用

金
属
芯
を
有
床
義
歯
に
埋
入
し

た
場
合
に
算
定
（
歯
科
医
師
が

埋
入
し
た
場
合
は
算
定
不
可
）

す
る
こ
と
と
な
る
。

【
新
設
】
歯
科
技
工

所
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
支

援
料（
１
装
置
に
つ
き
）

　

新
設
の
「
歯
科
技
工
所
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
支
援
料
」
は
、
１
装

置
に
つ
き
１５
点
（
２
０
２
７
年

６
月
以
降
は
３０
点
）
と
な
っ
て

お
り
、
当
該
点
数
に
よ
る
収
入

に
つ
い
て
は
「
全
て
歯
科
技
工

士
の
賃
上
げ
に
充
当
す
る
」
と

さ
れ
て
い
る
。

　

施
設
基
準
（
要
届
出
）
も
設

け
ら
れ
て
お
り
、
①
歯
科
技
工

所
に
補
綴
物
等
の
製
作
等
を
委

託
し
て
お
り
、
当
該
歯
科
技
工

所
の
歯
科
技
工
士
の
賃
上
げ

等
、
補
綴
物
の
製
作
を
後
方
か

ら
支
援
す
る
保
険
医
療
機
関
で

あ
る
こ
と
、
②
当
該
保
険
医
療

機
関
は
当
該
支
援
料
の
趣
旨
を

踏
ま
え
、
製
作
等
を
委
託
す
る

歯
科
技
工
所
が
当
該
支
援
料
に

よ
る
賃
金
改
善
の
意
向
を
有
す

る
場
合
に
、
当
該
歯
科
技
工
所

と
連
携
の
上
で
届
出
を
行
う
と

と
も
に
、
当
該
支
援
料
を
全
て

歯
科
技
工
所
へ
の
委
託
費
の
増

額
に
充
て
る
こ
と
―
の
２
点
を

満
た
し
て
届
出
を
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

な
お
、
毎
年
８
月
定
例
報
告

で
は
実
績
報
告
書
を
関
東
信
越

厚
生
局
神
奈
川
事
務
所
へ
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
留
意
さ

れ
た
い
。

①電子的歯科診療情報連携体制整備加算
②口腔機能実地指導料（※1）

③ 歯科訪問診療料の注7に規定する基準
（歯科訪問診療4・5）
④ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
（Ⅰ）の注5に関する施設基準（※2）

⑤ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）
の注5及び注6に関する施設基準（※2）

⑥歯科技工所ベースアップ支援料

（※1）研修については経過措置あり
（※2） 継続して賃上げに係る取り組みを実施

した保険医療機関が届出可能。

〈表4〉主な新設点数の施設基準（届出が必要）

①歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
②歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）

〈表5〉 主な施設基準の変更
　　　（既届出医療機関は再度の届出が必要）

① 初診料（歯科）の注1に掲げる基準
（歯初診）

②地域歯科診療支援病院歯科初診料
③在宅療養支援歯科診療所1
④在宅療養支援歯科診療所2
⑤在宅療養支援歯科病院
⑥ 歯科疾患在宅療養管理料の注7、在
宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料の注8及び小児在宅患
者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料の注8に規定する在宅歯科
医療情報連携加算

⑦歯科技工士連携加算1
⑧歯科技工士連携加算2

〈表6〉 主な施設基準の変更
　　　（既届出医療機関は再度の届出不要）

【
新
設
】
歯
周
病

継
続
支
援
治
療

　

今
次
改
定
で
歯
周
病
安
定
期

治
療
（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
）
と
歯
周
病
重

症
化
予
防
治
療
（
Ｐ
重
防
）
が

統
合
さ
れ
て
歯
周
病
継
続
支
援

治
療
に
再
編
さ
れ
る
。

　

歯
周
病
継
続
支
援
治
療
に
つ

い
て
は
２
回
目
以
降
の
歯
周
病

検
査
（
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
後
の
検

査
）
結
果
に
お
い
て
、
①
歯
周

組
織
の
多
く
の
部
分
は
健
康
で

あ
る
が
、
一
部
分
に
病
変
の
進

行
が
停
止
し
症
状
が
安
定
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
４
㎜
以
上

の
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ

る
状
態
、
②
全
て
の
歯
周
ポ
ケ

ッ
ト
が
４
㎜
未
満
だ
が
、
部
分

的
な
歯
肉
の
炎
症
ま
た
は
プ
ロ

ー
ビ
ン
グ
時
の
出
血
が
認
め
ら

れ
る
状
態
―
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
歯
管
、
歯
科
特
定
疾
患

療
養
管
理
料
（
特
疾
管
）
、
周

術
期
等
口
腔
機
能
管
理
料
Ⅰ
・

Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
、
回
復
期
等
口
腔

機
能
管
理
料
ま
た
は
歯
科
疾
患

在
宅
療
養
管
理
料
（
歯
在
管
）

の
算
定
患
者
が
対
象
と
な
る
。

　

な
お
、
２
回
目
以
降
の
歯
周

病
継
続
支
援
治
療
の
算
定
に
つ

い
て
は
、
原
則
前
回
実
施
月
の

３
カ
月
目
以
降
に
月
１
回
に
限

り
算
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

治
療
期
間
の
短
縮
が
必
要
と
さ

れ
る
場
合
や
小
児
口
腔
機
能
管

理
料
の
注
５
に
規
定
す
る
施
設

基
準
（
口
管
強
）
届
出
医
療
機
関

は
こ
の
限
り
で
は
な
く
毎
月
算

定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

健
診
等
に
関
す
る

疾
病
治
療
に
お
け
る

扱
い
が
明
確
に

　

今
次
改
定
で
、
健
診
等
に
関

す
る
疾
病
に
対
し
て
、
健
診
等

を
実
施
し
た
保
険
医
の
属
す
る

保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
同

日
に
１
回
の
受
診
で
保
険
診
療

を
行
う
場
合
の
初
診
料
お
よ
び

再
診
料
は
算
定
で
き
な
い
こ
と

が
明
記
さ
れ
た
。
な
お
、
別
日

に
保
険
診
療
を
行
う
場
合
に
は

初
診
料
は
算
定
で
き
な
い
が
、

再
診
料
を
算
定
す
る
こ
と
は
で

き
る
。

歯
初
診
の
施
設
基
準

研
修
に
「
抗
菌
薬
の

適
正
使
用
」
が
追
加

　

初
診
料
の
注
１
に
規
定
す
る

施
設
基
準
（
歯
初
診
）
の
施
設

基
準
研
修
で
あ
る
「
歯
科
外
来

診
療
の
院
内
感
染
防
止
対
策
に

係
る
標
準
予
防
策
及
び
新
興
感

染
症
に
対
す
る
対
策
」
に
、「
抗

菌
薬
の
適
正
使
用
」
が
追
加
さ

れ
る
。
同
施
設
基
準
の
既
届
医

療
機
関
に
お
い
て
は
再
度
の
届

出
は
不
要
と
な
っ
て
い
る
。

【
新
設
】
口
腔
機
能

実
地
指
導
料

　

既
報
の
通
り
、
歯
科
衛
生
実

地
指
導
料
へ
の
加
算
点
数
だ
っ

た
口
腔
機
能
指
導
加
算
が
口
腔

機
能
実
地
指
導
料
に
再
編
さ
れ

る
。
同
点
数
の
算
定
要
件
は
口

腔
機
能
指
導
加
算
と
ほ
ぼ
同
様

だ
が
、
算
定
時
に
は
患
者
へ
の

指
導
内
容
等
を
記
載
し
た
文
書

提
供
（
初
回
算
定
時
・
以
降
は

原
則
６
カ
月
に
１
回
以
上
の
頻

度
）
が
必
要
と
な
り
、
か
つ
施
設

基
準（
要
届
出
）
が
定
め
ら
れ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
①
歯
科
医
師

ま
た
は
歯
科
衛
生
士
を
主
体
と

す
る
団
体
又
は
学
会
等
が
主
催

す
る
口
腔
機
能
発
達
不
全
症
及

び
口
腔
機
能
低
下
症
の
概
要
、

検
査
法
、
訓
練
法
及
び
実
地
指

導
方
法
等
（
入
院
患
者
や
在
宅
・

【
新
設
】
チ
タ
ン
ブ

リ
ッ
ジ

　

新
設
の
「
チ
タ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
」

は
、
純
チ
タ
ン
２
種
を
用
い
た

全
部
鋳
造
方
式
で
製
作
す
る
、

１
歯
中
間
欠
損
部
に
対
す
る
ポ

ン
テ
ィ
ッ
ク
を
含
む
３
歯
ブ
リ

ッ
ジ
と
な
る
。

【
新
設
】
有
床
義
歯

補
強
加
算

義
歯
破
損
防
止
の
た

め
の
歯
科
用
金
属
芯

　

新
設
の
「
有
床
義
歯
補
強
加

算
」
は
、
９
歯
以
上
の
有
床
義

歯
及
び
総
義
歯
製
作
に
際
し

て
、
義
歯
の
破
損
防
止
の
た
め

に
歯
科
技
工
士
が
ア
ル
ミ
ナ
・

サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
処
理
及
び
金
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【スタッフセミナー】【スタッフセミナー】

カルテ開示の対応カルテ開示の対応

【歯科臨床研究会】【歯科臨床研究会】

口腔内スキャナー（IOS）口腔内スキャナー（IOS）
によるデジタル歯科のによるデジタル歯科の

現状と未来現状と未来
―歯科教育の―歯科教育の

デジタル化の現状―デジタル化の現状―

【医療問題研究会】【医療問題研究会】

今後の医療と医療政策を今後の医療と医療政策を
俯瞰的に考える俯瞰的に考える

―参政党と高市早苗自民党―参政党と高市早苗自民党
新総裁の医療政策にも新総裁の医療政策にも

触れながら―触れながら―

【月例研究会】【月例研究会】

片頭痛の最新治療片頭痛の最新治療
―令和時代の新たな展開―令和時代の新たな展開――

【医療情報講演会】【医療情報講演会】

医療DXの義務的推進の医療DXの義務的推進の
問題とオン資義務不存在問題とオン資義務不存在

訴訟の重要性訴訟の重要性

講師： 馬車道法律事務所

　　　弁護士 小賀坂 徹氏
講師： 日本福祉大学

　　  名誉教授 二木 立氏

講師： （一社）熊本県保険医協会 会長

　　　 済生会熊本病院

　　　 脳卒中センター

　　　 特別顧問 橋本 洋一郎氏

講師：    神奈川歯科大学

　　　 口腔デジタル

　　　 サイエンス学分野

　　　 主任教授 星 憲幸氏

講師：    オンライン資格確認義務不

存在確認等請求訴訟原告団

事務局長

　　　東京保険医協会 理事

　　　医療法人社団いつき会 

　　　ハートクリニック

　　　院長 佐藤 一樹氏


